












議第１８号 

 

山形県新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金条例の一部を改正する条例（案） 

新旧対照表 

現   行 改 正 案 

附 則 附 則 

１ －略－ １ －略－ 

２ この条例は、令和８年３月31日限り、そ

の効力を失う。 

２ この条例は、令和13年３月31日限り、そ

の効力を失う。 

 

 



山形県職員等の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

目次 目次 

第１章～第３章 －略－ 第１章～第３章 －略－ 

第４章 部分休業（第32条―第35条） 第４章 部分休業（第32条―第35条） 

  第５章 任命権者が講ずべき措置等（第36条・

第37条） 

附則 附則 

（育児休業をすることができない職員等） （育児休業をすることができない職員等） 

第２条 法第２条第１項の条例で定める職員は、

次に掲げる職員等とする。 

第２条 法第２条第１項の条例で定める職員は、

次に掲げる職員等とする。 

(１)～(３) －略－ (１)～(３) －略－ 

(４) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外

の非常勤職員 

(４) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外

の非常勤職員 

イ 次のいずれにも該当する非常勤職員 イ 次のいずれにも該当する非常勤職員 

(イ) 任命権者を同じくする職（以下「特

定職」という。）に引き続き在職した期

間が１年以上である非常勤職員 

(削る) 

(ロ) その養育する子（法第２条第１項に

規定する子をいう。以下同じ。）が１歳

６箇月に達する日（以下「１歳６箇月到

達日」という。）（第２条の４の規定に

該当する場合にあっては、２歳に達する

日）までに、その任期（任期が更新され

る場合にあっては、更新後のもの）が満

了すること及び特定職に引き続き採用さ

れないことが明らかでない非常勤職員 

(イ) その養育する子（法第２条第１項に

規定する子をいう。以下同じ。）が１歳

６箇月に達する日（以下「１歳６箇月到

達日」という。）（第２条の４の規定に

該当する場合にあっては、２歳に達する

日）までに、その任期（任期が更新され

る場合にあっては、更新後のもの）が満

了すること及び任命権者を同じくする職

（以下「特定職」という。）に引き続き

採用されないことが明らかでない非常勤

職員 

(ハ) 勤務日（勤務時間が割り振られた日

をいう。第32条第２号ロにおいて同じ。）

の日数を考慮して任命権者が定める非常

勤職員 

(ロ) 勤務日（勤務時間が割り振られた日

をいう。第32条第２号において同じ。）

の日数を考慮して任命権者が定める非常

勤職員 

ロ及びハ －略－ ロ及びハ －略－ 

（部分休業をすることができない職員等） （部分休業をすることができない職員等） 

第32条 法第19条第１項の条例で定める職員は、

次に掲げる職員等とする。 

第32条 法第19条第１項の条例で定める職員は、

次に掲げる職員等とする。 

(１) －略－  (１) －略－ 

(２) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外

の非常勤職員（地方公務員法第28条の４第１

項、第28条の５第１項又は第28条の６第１項

若しくは第２項の規定により採用された職員

等で同法第28条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占めるものを除く。次条において

同じ。） 

(２) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間

を考慮して任命権者が定める非常勤職員以外

の非常勤職員（地方公務員法第28条の４第１

項、第28条の５第１項又は第28条の６第１項

若しくは第２項の規定により採用された職員

等で同法第28条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占めるものを除く。次条において

議第４６号 



同じ。） 

イ 特定職に引き続き在職した期間が１年以

上である非常勤職員 

 

ロ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間

を考慮して任命権者が定める非常勤職員以

外の非常勤職員 

 

    第５章 任命権者が講ずべき措置等 

  （妊娠又は出産等についての申出があった場合

における措置等） 

 第36条 任命権者は、職員等が当該任命権者に対

し、当該職員等又はその配偶者が妊娠し、又は

出産したことその他これに準ずる事実を申し出

たときは、当該職員等に対して、育児休業に関

する制度その他の事項を知らせるとともに、育

児休業の承認の請求に係る当該職員等の意向を

確認するための面談その他の措置を講じなけれ

ばならない。 

 ２ 任命権者は、職員等が前項の規定による申出

をしたことを理由として、当該職員等が不利益

な取扱いを受けることがないようにしなければ

ならない。 

 （勤務環境の整備に関する措置） 

 第37条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円

滑に行われるようにするため、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

  (１) 職員等に対する育児休業に係る研修の実   

  施 

  (２) 育児休業に関する相談体制の整備 

  (３) その他育児休業に係る勤務環境の整備に

関する措置 

 



議第４８号 
 

山形県個人情報保護条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（収集の制限） （収集の制限） 

第５条 －略－ 第５条 －略－ 

２ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本

人から収集しなければならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当するときは、この限りで

ない。 

２ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本

人から収集しなければならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当するときは、この限りで

ない。 

(１)～(７) －略－ (１)～(７) －略－ 

(８) 国、独立行政法人等（独立行政法人等の

保有する個人情報の保護に関する法律（平成15

年法律第59号）第２条第１項に規定する独立行

政法人等をいう。以下同じ。）、県以外の地方公

共団体又は地方独立行政法人（県が設立団体で

ある地方独立行政法人を除く。第37条において

同じ。）から収集する場合で、事務の執行上やむ

を得ないと認められるとき。 

(９)  －略－ 

３ －略－ 

(８) 国、独立行政法人等（個人情報の保護に

関する法律（平成15年法律第57号）第２条第

９項に規定する独立行政法人等をいう。以下同

じ。）、県以外の地方公共団体又は地方独立行政

法人（県が設立団体である地方独立行政法人を

除く。第37条において同じ。）から収集する場合

で、事務の執行上やむを得ないと認められると

き。 

(９)  －略－ 

３ －略－ 

 


